
 

船舶事故調査報告書 

平成２８年１２月１５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１２月８日 ０２時４６分ごろ 

発生場所 静岡県下田市神子
み こ

元
もと

島西方沖 

 神子元島灯台から真方位２７０°７.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３４.４′ 東経１３８°４８.１′） 

事故の概要 貨物船CHANG
チ ャ ン

 SHAN
シ ャ ン

は、西進中、また、貨物船第八祐
ゆう

徳
とく

丸は、東進

中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２７年１２月９日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 CHANG SHAN（中華人民共和国香港特別行政区籍）、１,９

８３トン 

   ９３５０３３１（ＩＭＯ番号）、SHUN TONG SHIPPING LIMITED 

Ｂ 貨物船 第八祐徳丸、１９９トン 

   １３４８４５、株式会社新光海運 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ、三級航海士免状（中華人民共和国発給） 

Ｂ 航海士Ｂ、六級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部に凹損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

事故の経過 Ａ船は、船長及び航海士Ａほか１２人が乗り組み、法定灯火を表示

し、約１０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で西進中、

航海士Ａが右舷船首方約２ＭにＢ船のレーダー映像を認め、その後Ｂ

船と左舷対左舷で通過しようと思い、右転した。 

Ｂ船は、船長及び航海士Ｂほか２人が乗り組み、法定灯火を表示

し、約１０kn の速力で東進中、航海士Ｂが左舷船首方約３ＭにＡ船の

左舷灯及び右舷灯を認め、その後、Ａ船が船首方を通過して右舷船首

方約０.２Ｍとなったので、Ａ船と右舷対右舷で通過するものと思

い、同じ針路及び速力で航行を続けた。 

分析 Ａ船は、航海士Ａが、見張りを適切に行っていなかったことから、

Ｂ船と左舷対左舷で通過しようと思い、右転を行ったものと考えられ

る。 

Ｂ船は、航海士Ｂが、Ａ船と右舷対右舷で通過するものと思い、同

じ針路及び速力で航行を続けたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、航海士Ａが、見張りを適切に行っていなかったた



 

め、Ｂ船と左舷対左舷で通過しようと思い、右転し、また、航海士Ｂ

が、Ａ船と右舷対右舷で通過するものと思い、同じ針路及び速力で航

行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・早めにＶＨＦ無線電話で操船の意図を確認すること。 

・操船信号を実施すること。 

 


